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１．設立趣旨
　豊島サッカークラブ（前称・豊島少年サッカークラブ）は、東京都豊島区ではスポーツ少年団の草分けとして、会
員父母のボランティアによって運営することを条件に、昭和58年（1983年）にスタートしたプライベートな団体であ
り、活動は今年で31年目になります。父母の相互理解のもと、子供たちの身体と心を育てるために最もスポーツを
しなければならない時期に、より良い環境を作り、優れた指導者、およびサッカー愛好家を招くことで理想的な育
成指導ができる地域のスポーツクラブを目指し、着実に発展してきました。
　現在では豊島区内の小学校を基本単位として、多数の少年サッカーチームが設立され、各種大会への出場を通
し、お互いに切磋琢磨し、競技力の向上と少年の健全育成に励んでおります。
　そして、豊島サッカークラブは豊島区だけの大会に留まらず、隣接区で形成するブロック地域大会、東京都サッ
カー協会が主催する東京都大会の出場機会にも恵まれ、このことは選手のみならず、チーム関係者や保護者らの
サッカーを通じた育成への相互理解と交流の場ともなっています。
　また、これらの取り組みは、地元中学校・高等学校のサッカーをはじめとした各種の部活動等の礎となっており、
青少年の健全育成や生涯スポーツとしてのサッカースポーツに微力ながら貢献していると自負しております。

　今後、この流れを確実なものとし定着させるためには、グラウンドの確保・整備などのハード的な環境づくりの
推進とともに、選手や審判、指導者、そしてその活動を支援するサポーターを含めた人づくりが重要であり、サッカ
ーや他のスポーツ、さらには「まちづくり」に興味を持つ、より多くの地域住民の参画を受け入れるしっかりとした
枠組みが必要であると考えます。

　私たちは、以上をふまえ、強固な組織基盤と明確な経理体系のもと、地域住民や地元自治体、競技団体と連携・
共同しながら、サッカーという競技を媒体としたスポーツ環境の整備のための公益的で継続性のあるハード及び
ソフト事業を展開することで、サッカーのみならずスポーツ文化の発展と地域住民の心身の健全な発達に寄与す
ることを目的として、ここにNPO法人豊島サッカークラブを設立いたします。

２．申請に至るまでの経過
　　平成26年２月11日　NPO法人設立について、平成26年度コーチ会にて承諾
　　平成26年２月15日　NPO法人設立について、平成26年度執行部会にて承諾
　　平成26年３月23日　NPO法人設立について、平成26年度父母役員会にて承諾
　　平成26年４月20日　NPO法人設立について、平成26年度チーム総会にて承諾
　　平成26年５月11日　NPO法人設立総会開催


